
令和８年度任用 

大津市任期付職員（中学校講師） 
採用選考案内【二次募集】 

 
 

この採用選考は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第４条 

に基づく任期付職員（４条任期付職員）の採用予定者を選考するためのものです。 

４条任期付職員は、一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務等に従事 

します。 

この採用選考に合格した人を「大津市任期付職員（小・中学校講師）採用予定者 

名簿」に登載し、その中から採用を行います。 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

〒５２０－８５７５ 大津市御陵町 3番 1号 大津市教育委員会事務局   

 

【講師募集担当】教職員室    電話 077（528）2837（直通） 

 

【採用選考担当】児童生徒支援課 電話 077（528）2854（直通） 



１ 募集職種及び採用予定人員                       
 

職   種 採用予定人員 職  務  内  容 

中学校講師 
４人程度 

募集教科：数学、理科、国語、保健体育 
大津市立中学校における、教科、道徳、 

特別活動、総合的な学習の時間の指導業務 

※小学校講師及び中学校講師の採用選考について併願が可能です。 

 

 

２ 受験資格                             
 

(1) 次に掲げる項目の全てに該当する者が受験できます。 

ア 受験する校種および教科に相当する有効な教諭普通免許状を有する者又は令和８年３月３１日までに取

得見込の者 

イ 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第１６条各号及び学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第９ 

条各号のいずれにも該当しない者 

ウ 校種に応じて、それぞれ市内のいずれの公立学校にも赴任できる者 

 

(2) 日本国籍を有しない者については、法令により永住が認められている者又は採用予定日前日までに認めら

れる見込みの者のみ受験することができます。なお、法令により永住が認められている者とは、出入国管

理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号）による永住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍 

を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成 3年法律第 71号）による特別永住者をいいます。 

 

 

３ 採用選考                             
 

(1) 選考方法及び日時・場所 ※小学校講師及び中学校講師を併願する場合は、両方の採用選考試験を受験してください。 

選考方法 場 所 ・ 日 時 

・面  接 

 

・小論文（１問、３０分） 

日時 令和８年３月３１日（火）までの随時 

※ただし、合格者が採用予定人員に達し次第終了します。 

※選考日時については個別に連絡させていただきます。 

 

場所 大津市役所別館２階 児童生徒支援課 

（大津市御陵町３番１号） 

 

〈参考〉昨年度の小論文問題（1 問、30 分） 

大津市では、笑顔輝く大津の教育を目指して、子ども一人ひとりに焦点を当てた取り組み 

を進めています。あなたは一人の教員として子どもたちの笑顔を輝かせるためにどのような 

取り組みをしていきますか。具体的に述べてください。 

 

 

(2) 採用選考結果の通知 
採用選考を受験された方全員に、随時（受験後概ね１ヶ月程度、令和８年３月３１日までに） 

文書で通知します。 

 

 

４ 受験申込手続及び受付期間                                        
 

(1) 受験申込書 

受験申込書は大津市ホームページからダウンロードできます。 

https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/070/2485/g//67219.html 

 
また、大津市教育委員会事務局教職員室でも配布しています。 

 

https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/070/2485/g/67219.html


 

(2) 提出書類 

大津市立中学校講師採用選考受験申込書、返信用封筒（郵送希望者のみ提出 (*1)） 

    (*1) 受付後に受験票をメールでお届けします。ただし、郵送での受け取りを希望する場合は、受験申込書と

併せて返信用封筒（長形３号の封筒に、郵便番号、住所、氏名を明記し、１１０円切手を貼ったも

の）を提出してください。併願の場合は２枚提出してください。 

 

(3) 申込手続 

・受験希望者は、受験申込書に必要事項を記入し、写真（６ヶ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向 

き）を所定の箇所に貼り、インターネット、郵送又は持参により提出してください。 

・受験申込書への記入は、手書き又はパソコン作成のいずれでもかまいません。 

・記入もれ等不備がある場合、写真の貼付がない場合、写真が不鮮明その他、受験写真として適当では 

 ないものは受け付けることができませんのでご留意ください。 

・申し込み方法は以下のとおりとします。 

 

   インターネットによる申込 

①パソコン又はスマートフォン等（インターネットに接続され、拡張子 PDF が確認できるもの） 

により、受験申込書に記入（又は入力）、写真貼付（又は写真データの添付）した後に、 

PDF に変換して、【提出先】に送付してください。 

  

【提出先】 E-mail：otsu2485@city.otsu.lg.jp …児童生徒支援課のメールアドレス 
 

＊メールの標題 「講師採用選考受験申込 (氏名) (受験校種…中学校又は併願) 」 

＊本文記載事項  氏名 

＊添付書類    講師採用選考受験申込書 

…写真貼付け後 PDF に変換して添付。併願の場合は校種ごとに作成。 

 

 

②受付が完了しましたら、発信元のメールアドレスに「受付完了通知メール」をお送りしますので、 

【提出先】のメールアドレスからの受信を可能にし、届いたことを確認してください。 

        ※受験申込書の提出が閉庁日時（土日祝日、年末年始、平日の午後５時以降）の場合、「受付完了通知

メール」の送付は翌開庁日となります。翌開庁日を過ぎても「受付完了通知メール」が届かない

場合は、児童生徒支援課（電話：０７７－５２８－２８５４）までお問合せください。 

 

  持参による申込 大津市役所 別館２階 教育委員会事務局  教職員室 まで 

（受付：平日 午前９時から午後５時まで） 

 

郵送による申込 〒520－8575  

大津市御陵町３番１号 大津市教育委員会事務局  教職員室 宛 
 

(4) 受付期間 
令和８年３月２７日（金）午後５時 必着 

 

 

(5) 受験票及び会場等案内文の送付 

採用選考日の前日までに、児童生徒支援課より受験申込者あて受験票及び会場等案内を送付します。 

送付した受験票は、採用選考日当日に受付で提示してください。（パソコンの場合は印刷、スマートフ

ォン等の場合は画面表示でも可） 

 

・インターネットで申し込みした方…申込時の発信元（受験申込時に使用されたメールアドレス）に送付 

しますので、【提出先】のメールアドレスからの受信を可能にしておいてください。 

    ・郵便・持参で申し込みした方（返信用封筒の提出がない場合）…申込書に記載されたメールアドレスに 

送付しますので、【提出先】のメールアドレスからの受信を可能にしておいてください。 

・郵便・持参で申し込みした方（返信用封筒を提出した場合）…郵送で送付します。 

（2）提出書類」の（※１）を参考にしてください。 

mailto:otsu2485@city.otsu.lg.jp


 

５ 採用及び勤務条件                               
 

(1) 任期 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  

 

(2) 採用選考合格者は「大津市任期付職員（小・中学校講師）採用予定者名簿」に登載し、令和８年３月末ま 

でに順次採用します。採用は、令和８年４月１日付けで行う予定です。 

※校種や教科の必要な状況により、本名簿に登載されても採用されない場合がありますのでご了承ください。

※本名簿に登載された方は、校種や教科の必要な状況により、令和８年４月から令和９年３月末までの間に、 

追加で採用する場合があります。 

※勤務するに当たり不安等がある場合は採用選考担当（児童生徒支援課）にご相談ください。配置校の決 

定に際し可能な範囲で配慮します。 

 

(3) 給与 

初任給月額（教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手当を含む。）は次のとおりです。 

小・中学校講師（大卒） ２９０，０００円程度 

※経歴等に応じて一定の額が加算されることがあります。最高額は３４５，０００円程度です。 

※上記金額は、学級担任（特別支援学級を除く）の場合です。 

※上記のほか、通勤手当、期末・勤勉手当、教員特殊勤務手当、扶養手当、住居手当がそれぞれの支給 

条件に応じて支給されます。給与の支払日は毎月２０日です。 

※引き続き６ヶ月以上勤務した場合は、退職手当が支給されます 

 

(4) 勤務時間・休暇等 

勤務時間 １日 ７時間４５分、週 ３８時間４５分 

休暇 年次有給休暇及び特別休暇が付与されます。 

※勤務条件等は、市の条例が適用されるため、条例の改正により変更となる場合があります。 

 

(5) その他 

教員としてのスキルアップを目的とした研修等の実施、悩みや問題解決に向けた支援をおこないます。 

 
 

 

6 選考当日の注意事項                                               
 

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条の規定により出席を停止することができる感染症

（新型コロナウイルス感染症など）に罹患し、治癒していない方や、当日発熱症状がある方は、他の受験者

への感染のおそれがあるため、当日の受験を控えてください。 
 

 

７ その他                                                            
  

(1) 受験資格を欠いていることが判明したときは、採用に係る資格を取り消すものとします。 

(2) 免許取得見込みの者については、令和８年３月３１日までに受験資格で掲げている免許を取得できない場

合は、職員として採用されません。 

(3) 中学校については、教科によって採用がない場合があります。 

 

 

８ 講師の採用に関する連絡のお願いについて                                                           
 

今回、募集する任期付職員（小・中学校講師）の採用選考試験において採用されなかった受験申込者には、本

市小中学校に勤務する講師（臨時的任用職員）の採用に関する連絡を差し上げる場合があります。この連絡を

希望されない場合は、受験申込書の「□ 講師の採用に関する連絡を希望しない」の□に印を付けてください。 


